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閥
際
的
再
保
険
ミ
震
替
相
場
の
費
動

|
|
最
近
に
於
げ
る
元
受
貨
幣
再
保
険
の
傾
向
ー
ー
ー

佐

波

t主"

主主

平

-
、
本
問
題
の
概
観

世
界
大
戦
前
に
於
て
は
、
震
替
相
場
の
問
題
は
国
際
的
再
保
険
取
引
に
於
て
重
大
足
困
難
を
殆
ん
ど
惹
起
さ
な
か
っ
た
。
常
時
に

於
て
は
、
一
元
受
保
険
貨
幣
と
異
る
貨
幣
を
も
っ
て
一
時
保
険
す
る
と
い
ふ
場
合
に
於
て
も
、
例
へ
ば
、
保
険
金
・
保
険
料
等
に
闘
す
る

計
算
を
毎
回
半
年
季
に
行
ひ
雨
貨
幣
の
換
算
李
と
し
て
各
間
半
年
季
最
絡
日
に
於
け
る
一
定
の
銭
替
相
場
を
用
ひ
た
に
も
拘
ら
宇
、

そ
の
庭
理
に
つ
い
て
は
殆
ん

E
困
難
友
問
題
が
愛
生
し
友
か
っ
た
。
蓋
し
・
営
時
の
偽
特
相
場
の
縫
動
が
比
較
的
小
さ
か
っ
た
、
め

が
生
じ
て
も
そ
れ
が
他
の
場
合
に
於
け
る
差
ハ
住
吉
子
『
)

と
大
韓

に
、
た
と
び
偽
替
相
場
の
闘
係
で
或
る
揚
合
に
差
損

7
0
2
f
o『)

に
於
て
相
殺
喜
れ
得
る
と
い
ふ
吠
態
で
あ
っ
た
が
伎
で
あ
み

f

印
ち
、
点
ぬ
答
換
算
卒
抑
制
定
が
園
際
的
再
保
険
に
於
け
る
ほ
岬
替
問
題
の

殆
ん
ど
す
ぺ
て
を
解
決
し
て
呉
れ
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
磯
後
、
諸
嵐
に
於
け
る
貨
幣
制
度
の
混
乱
・
イ
ン
フ
ラ
チ
才
ン
の
出
現

園
際
的
再
保
険
と
鋳
替
相
場
。
費
動

七

四

第

続

第
凶
十
四
巻
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図
際
的
再
保
険
と
銭
替
相
場
の
費
動

第
四
十
四
巻

四

第

貌

七

等
の
た
め
に
、
矯
替
相
場
の
問
題
は
、
他
の
一
般
的
闘
際
商
取
引
に
於
け
る
と
同
じ
ゃ
う
に
、
図
際
的
再
保
険
の
取
引
に
於

τも
多

〈
の
重
大
友
困
難
を
愛
生
せ
し
め
た
。
そ
れ
以
前
に
於
て
は
、
保
険
に
闘
し
て
貨
幣
債
備
の
時
変
動
が
問
題
に
た
る
と
す
れ
ば
、

に
人
k

の
聞
に
は
保
険
の
目
的
、
ま
た
は
被
保
険
利
径
の
債
格
騰
落
よ
り
起
る
危
険
だ
け
が
考
へ
ら
れ
た
も
の
で
る
る
が
、

い
ま
や
、

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
保
険
者
ま
た
は
保
険
契
約
者
が
夫
#
支
沸
ふ
保
険
金
ま
た
は
保
険
料
に
於
け
る
貨
幣
債
値
の
費
動
と
い
ふ
と
と

が
新
し
い
重
大
た
問
題
、
と
た
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
と
れ
は
貨
幣
制
度
を
具
に
す
る
闘
A

の
間
に
行
は
れ
る
再
保
険
取
引

陀
於
て
特
K
著
し
く
被
雑
困
維
な
可
決
を
と
っ
て
現
は
れ
た
。
五
口
・
4

は
そ
の
最
も
典
仰
的
な
も
の
と
し
て
ド
イ
ツ
"
イ
ン
フ
ラ
ヂ
オ

y

時
代
に
頻
殻
し
た
る
次
の
如
き
例
を
皐
げ
る
と
と
が
出
来
る
。
或
る
ド
イ
ツ
保
険
曾
枇
は
、
外
関
貨
幣
例
へ
ば
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に

て
一
冗
受
契
約
を
た
し
、

こ
れ
を
そ
の
一
冗
受
貨
幣
で
な
〈
し
て
マ
ル
ク
で
再
保
障
に
出
し
た
。
そ
こ
へ
マ
ル
ク
の
暴
落
が
来
た
。
そ
し

て
そ
の
マ
ル
ク
暴
簿
の
と
き
蛍
該
物
件
に
つ
き
保
険
事
故
が
警
生
し
た
。

と
れ
が
た
め
に
、
そ
の
ド
イ
ツ
保
険
合
祉
は
殆
ん
ど
債
値

友
き
マ
ル
ク
再
保
険
金
し
か
受
取
り
得
左
い
の
に
、
他
方
、

元
受
保
険
者
に
は
殆
ん
ど
償
値
費
動
た
き
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
で
支
扱

は
た
け
れ
ば
友
ら
友
か
っ
た
。

乙
の
や
う
友
仕
方
に
於
て
、
多
数
の
ド
イ
ツ
保
険
舎
枇
は
非
常
た
損
害
を
蒙
り
名
赦
す
べ
か
ら
ざ
る

混
飢
に
隠
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
と
で
、
人
身
は
乙
の
貨
幣
的
混
鋭
よ
り
閤
際
的
再
保
険
を
救
済
す
る
方
法
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
泣
か
っ
た
。
而
し
て
、
共
庭
に

は
た
ピ
一
つ
の
可
能
的
最
善
の
方
法
が
残
さ
れ
て
ゐ
売
。
一
冗
受
貨
幣
と
同
一
の
貨
幣
に
て
再
保
険
す
る
と
い
ふ
方
法
、

た
吋
尤
も
と
の
一
冗
受
貨
幣
再
保
険
方
法
は
大
戦
前
に
於
て
も
或
る
保
険
部
門
に
勺
い
て
時
k

行
は
れ
て
ゐ
た
も
の
で
も
あ
る
が
、

乙
れ
で
あ
っ

ま
や
、
人
k

は
、
震
替
相
場
の
餐
動
に
聞
し
て
起
る
多
〈
の
困
難
を
防
止
す
る
た
め
に
、
特
に
好
ん
で
、

元
受
貨
幣
と
い
ふ
来
礎
の 般
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上
に
一
件
保
険
取
引
を
し
ゃ
う
と
す
る
に
至
っ
た
句
そ
し
て
、
そ
の
後
に
於
て
打
ち
つ

Y
く
貨
幣
的
混
乱
を
経
過
す
る
う
ち
に
、
と
の

方
法
は
遂
に
今
日
で
は
図
際
的
再
保
険
に
於
け
る
殆
ん
ど
一
般
的
傾
向
に
ま
で
殻
展
し
て
ゐ
る
町
我
が
固
に
於
て
も
、
そ
の
例
に
洩

れ
や
、
昭
和
六
年
九
月
イ
ギ
リ
ス
金
本
位
制
停
止
に
よ
っ
て
苦
き
経
験
を
嘗
め
さ
せ
ら
れ
た
る
後
は
、
闘
際
的
再
保
険
取
引
に
於
て

乙
の
元
受
貨
幣
再
保
険
の
傾
向
が
一
般
的
と
ま
で
た
っ
て
ゐ
る
。

以
上
が
、
岡
際
的
再
保
険
取
引
に
於
け
る
潟
替
相
場
の
問
題
に
闘
す
る
史
的
概
観
で
る
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
は
こ
れ
に
つ
い
℃

何
を
取
扱
ふ
か
と
い
へ
ば
、
先
イ
最
初
に
、
本
問
題
の
史
的
変
良
に
於
け
る
第
一
段
階
と
も
い
ふ
ぺ
き
「
一
冗
受
貨
幣
と
再
保
貨
幣
と

奥
る
再
保
険
方
法
」
に
つ
い
て
そ
れ
の
特
質
並
び
に
そ
れ
に
内
在
す
る
困
難
に
つ
い
て
考
諮
し
、
次
い
で
、
現
段
崎
た
る
「
一
光
受
貨

幣
に
よ
る
再
保
険
方
法
L

に
つ
い
て
、
そ
れ

ω
特
質
従
う
で
そ
れ
が
今
日
図
際
的
再
保
険
に
於
て
一
般
的
傾
向
た
ら
ん
と
す
る
所
以

を
究
め
、
更
に
こ
の
方
法
に
友
ほ
伴
ふ
と
こ
ろ
の
幾
多
の
絞
陥
を
指
摘
し
考
察
し
、
最
後
に
、
か
や
う
な
保
険
技
術
を
し
て
前
段
階

よ
り
現
段
階
を
辿
ら
し
め
た
る
根
本
的
左
経
済
原
因
に
つ
い
て
考
へ
て
見
ゃ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

=
、
本
問
題
考
察
の
順
序

上
に
述
べ
た
る
が
如
く
、
園
際
的
再
保
険
は
、
そ
れ
に
用
び
ら
れ
る
貨
幣
が
元
受
保
険
契
約
に
於
け
る
貨
幣
で
あ
る
か
否
か
に
よ

っ
て
、
先
づ
、
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
剖
ち
、
「
一
冗
受
貨
幣
と
再
保
貨
幣
と
具
る
揚
合
の
再
保
険
」
と
「
元
受
貨
幣
を
も
っ
て
す
る
一
舟

保
険
」
と
の
こ
つ
が
と
れ
で
あ
る
。
而
し
て
、
前
者
は
、
更
に
便
宜
上
、
印
雨
貨
幣
聞
に
潟
替
換
算
卒
協
定
の
存
ず
る
揚
合
と
同
然

ら
ざ
る
揚
ム
口
と
に
介
っ
て
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。

図
際
的
再
保
険
と
鴛
替
相
場
。
費
動

第
四
十
四
巻

集

量産

七

E且
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同
際
的
再
保
険
と
錦
替
相
場
白
勢
勤

法
問
十
凶
巻

四

VB 

第

競

七
四

一
一
冗
受
貨
倣
?
と
再
保
護

Z
異
る
揚
合
の
再
保
険
(
州
問
削

ω
閉
山
間
関
税
一
一
誠
一
一
広
忠
誠
駒
A
M

閲
際
的
再
保
険
ム

三
金
支
貨
幣
と
再
保
貨
幣
と
同
一
た
る
場
合
の
再
保
険

研
究
の
順
序
と
し
て
、
私
は
、
先
づ
芯
交
貨
幣
と
一
件
保
険
貨
幣
L
」
抗
日
る
場
合
の
再
保
険
に
つ
い
て
、
次
い
で
嗣
貨
幣
の
同
一
た
る

場
合
の
再
保
険
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
ー
一
川
し
、

か
く
す
る
こ
と
は
、
際
史
的
改
日
比
過
程
の
順
序
に
従
ふ
て
考
察
す
る
こ
と
を
意
味

し
、
従
っ
て
、
議
事
引
の
理
餅
を
容
易
た
ら
し
む
る
た
め
に
営
然
搾
る
べ
き
一
mm
究
の
順
序
で
あ
る
か
ら
で
る
る
。
注
目
仏
木
綿
に
入
る
ま

¥
之
と
1
h

・r
川
ふ
る
侍
同
時

η
川
認
に
つ
い
」
若
干
の
淀
明
中
一
砲
し
て
川
町
守
だ
い
。

乙
L

で、

元
受
貨
幣
百
三
2
5
Z
2
5民
主

Z
E
E
-
】竺

PE--(プ
FLEE--品、()【一均一コ山一
E
一2
3同
一
江
巳
E
-
7
Z
7
2
5出
)

と
い
ふ
の

は
正
確
に
は
元
受
保
険
に
於
け
る
貨
幣
(
豆
、
と
]
一
百
五
=
二
一
2
F
a
F
5
u
T
r
o
-
-
乏
の
こ
と
で
あ
る
。
印
ち
、

正
受
保
険
契
約
に
於
て

保
険
金
・
保
険
料
等
を
表
示
す
る
金
瀬
の
軍
位
と
し
て
定
め
ら
れ
た
る
貨
幣
名
目
閉
で
あ
る
。
併
し
、

こ
れ
は
必
や
し
も
常
に
-
一
ん
受
保

険
者
の
所
属
す
る
闘
の
貨
幣

(
Z
=
L
2
2
T
E
R
R
-晶
子
号
E
E♀
5
2
2
)
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
一
冗
受
貨
幣
と
し
て
、

元
受
保
険

者
の
図
の
貨
幣
以
外
の
貨
幣
例
へ
ば
再
保
除
者
の
闘
の
貨
幣
ま
た
は
第
三
図
の
貨
幣
が
用
び
ら
れ
る
と
と
は
吾
k

の
屡
と
見
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
再
保
貨
幣

t
N
f
z
n

一2命『
m
札
口
ケ

0
2コ
町
三
〈
お
『
円
ロ
ロ
向
)

に
つ
い
て
も
言
ひ
得
ら
る
。

と
れ
も
正
確
に
は
再
保
険

契
約
に
於
け
る
貨
幣
の
と
と
で
あ
っ
て
、

一
件
保
貨
幣
必
-
干
し
も
常
に
再
保
険
者
の
所
属
す
る
図
の
貨
幣
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

人
々
は
屡
々
こ
れ
ら
を
混
同
し
謬
り
用
ひ
て
ゐ
る
。
特
に
読
者
の
注
意
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

=
一
、
元
受
貨
幣
と
再
保
貨
幣
と
異
る
場
合
の
再
保
険



何}

偽
棒
換
算
李
協
定
の
存
ず
る
場
合

心
一
父
貨
幣
と
一
件
保
貨
幣
と
が
臭
る
場
合
、
例
へ
ば
園
に
て
沿
受
し
た
る
保
険
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
穆
に
て
再
保
険
す
る
と
い
ふ
場
合
に
は
、

一
般
に
は
附
貨
幣
聞
に
換
算
李
の
協
定
が
な
さ
れ
る
。

いヰ晶、

か
や
ろ
な

場
合
に
普
通
に
行
は
れ
る
賞
務
に
よ
れ
ば
、
川
町
保
険
ず
べ
く
定
ま
り
た
る
ぺ
交
貨
幣
表
示
の
存
保
険
金
額
及
び
再
保
険
料
は
再
保
険

契
約
締
結
日
の
一
定
震
待
相
場
に
よ
っ
一
、
再
保
貨
幣
に
摘
出
官
庁
せ
ら
れ
る
，
而
し
て
、
再
保
険
金
ま
た
は
損
害
頃
補
金
の
支
怖
に
つ

い
て
は
、
常
に
あ
ら
ゆ
る
揚
合
に
於
て
、
か
や
う
に
再
保
険
契
約
の
締
結
に
際
し
て
再
保
険
金
額
の
換
算
の
た
め
に
問
ひ
ら
れ
た
る

潟
棒
相
場
が
一
刷
貨
幣
換
算
一
準
と
し
て
適
旧
さ
る
ぺ
く
協
定
さ
れ
る
。

か
く
し
て
、

と
の
協
定
馬
体
換
算
卒
は
営
認
知
町
向
に
於
け
る
主

安
部
分
を
構
成
す
る
こ
と
L
な
り
叶
寅
際
問
題
に
於
て
弐
の
如
f
ン
常
事
荷
の
計
算
に
決
定
的
主
建
性
ど
ち
つ
の
で
あ
る
。

戎
る
保
険
者
が
一
二
五
、

0
0
0
λ

イ
ス
・
ァ
ヲ
y

の
元
受
保
険
を
引
受
け
‘
こ
の
う
ち
り
一
割
印
ち
一
二
、
五
O
O
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
を
自
証
保

有

k
な
し
、
残
り
の
九
割
一
一
二
、
五
O
O
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
を
マ
ル
ク
に
て
再
保
険
し
た
。
こ
O

場
合
、
活
替
換
算
率
と
し
て
一
二
五
ス
イ
ス
・
ァ

ラ
y
は一

0
0
マ
ル
ク
で
あ
る
と
協
定
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
再
保
険
金
額
は
九
O
、

0
0
0
マ
ル
ク
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
怨
替
市
場
に
於

て
は

λ
イ
ス
・
フ
ラ
ン
O

上
騰
、

7

ル
タ
の
下
落
が
起
H
、
一
二
五
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
が
一
、

0
0
0
マ
ル
ク
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
了
度
そ
の
と
き

常
設
物
件
に
全
損
が
資
生
し
た
。
こ
り
場
合
、
再
保
険
者
。
噴
補
額
如
何
と
い
ふ
に
九
O
、
0
0
0
マ
ル
ク
で
あ
る
。
蓋
し
、
現
賞
。
鎚
替
市
場
に
於

マ
ル
ク
は
ス
イ
ス
・
フ
-
7
y
に
封
し
て
十
分
。
一
に
下
落
し
た
白
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
は
一
曜
何
時
閥
係
に
、
激
め
特
約
さ
れ
た
る
矯
替

て
は
、

換
算
卒
に
従
っ
て
填
補
金
が
算
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
恥
ら
で
あ
る
。
い
ふ
宮
で
も
な
く
、
こ
り
九
O
、
0
0
0
マ
ル
ク
は
再
保
険
金
額
一
一
一
一
、

主

O
O
Z
イ
λ

・
フ
ラ

y
が
協
定
換
算
市
中
に
上
っ
て
換
算
さ
れ
た
る
傾
で
あ
る
。

か
や
う
に
し
て
、
換
算
準
協
定
の
存
ず
る
揚
合
に
於
て
は
、

こ
れ
が
首
該
契
約
に
於
け
る
雨
貨
幣
聞
の
計
算
に
闘
し
て
支
配
的
役

割
を
有
し
、
従
っ
て
、
再
保
険
金
ま
た
は
損
害
填
補
額
の
算
出
そ
れ
白
酬
胞
に
閲
す
る
限
り
、
少
し
も
問
題
は
な
い
の
で
る
る
。
併
し
.

こ
れ
は
、
明
に
、
一
光
受
保
険
者
の
事
業
を
し
て
保
険
関
係
以
外
の
製
薬
即
ち
潟
替
危
険
に
曝
す
と
と
L
友
る
。
而
し
て
、

乙
の
危
険

岡
際
的
再
保
険
と
怨
替
相
場
の
費
動

第
四
十
四
巻

団

主王

第
三
日
調

七
五

5 

IIerrrnannsdoder， F.， 0.. 0.. 0.， S. 139・
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闘
際
的
再
保
険
と
鎚
替
相
場
の
費
勤

第
四
十
四
巻

四
一
六

主再

就

七
/、

と
い
へ
ど
も
、
既
に
述
べ
た
る
如
く
、
震
林
相
場
の
続
動
の
比
較
的
小
友
る
揚
合
に
は
大
し
て
問
題
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
振
幅

が
著
し
い
と
き
に
は
、
展
如
、
一
花
受
保
険
者
の
事
業
を
し
て
危
殆
に
頻
せ
し
め
る
。
例
へ
ば
、
右
の
設
例
に
於
て
、

(1) 

も
し
翁
替
相
揚
の
愛
動
左
し
と
す
れ
ば

丸二
受
イ呆
f主主
契
約
者

1/) 

填
補

五

o 
o 
O 

再
保
険
者
よ
り
の
再
保
険
金
・
:
:
:
:
(
九

O
、
0
0
0
マ
ル
ク
)
:
:
:
一

l[ 

30:" 

{J~ 
ruo.. 
l目

，若干

ι〉

負
.. J;r;(，-
jJ~;\" 

liii 

iE5 

(2) 

マ
ル
ク
が
十
分
の
一
に
下
落
し
た
と
す
れ
ば

ス
イ
ス
・

7

ラ
y

一
二
、
五

0
0
'" 

一
-
t
百ム一、
J
-、
J

ミ

(

(

1I 

ヨじ
えL

保

契
約
者

。〉

填
布ti

五

C 
C 
C 

再
保
険
者
よ
り
の
再
保
険
金

i
i
-
-・(九
C
、
0
0
0
マ
ル
ク
)
:
:
:

7L 
受
保
険
者
の
負
捨
額

差
号|

ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

一
一
、
二
五

O
11 

一
三
、
七
五

C

" 

と
去
り
、
元
受
保
険
者
は
山

の
揚
合
に
比
べ
て
丸
・
一
倍
の
負
婚
を
し
た
け
れ
ば
な
ら
む
と
と
に
た
る
。
尤
も
、
他
方
に
於
で
、

マ
ル
ク
の
上
騰
、

ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
の
下
落
す
る
揚
合
も
あ
り
、
よ
っ
て
、

一
死
受
保
険
者
が
意
外
の
利
得
を
受
け
る
機
合
も
あ
る
か

ら
、
震
替
費
動
が
常
に
一
冗
受
保
険
者
を
し
て
損
失
を
蒙
ら
し
む
る
わ
け
で
は
た
い
。
が
併
し
、
震
替
掛
変
動
の
激
し
い
と
き
に
は
、
こ

の
震
格
上
の
相
殺
は
必
や
し
も
都
合
よ
〈
展
開
す
る
と
限
ら
友
い
。
打
ち
つ
Y
〈
偽
梓
損
失
に
ひ

E
〈
撃
れ
て
反
封
の
利
得
機
舎
を
‘

待
ち
得
や
し
て
破
産
す
る
に
至
る
。
保
険
事
業
の
健
全
友
る
褒
建
の
た
め
に
は
、
中
嶋
純
金
額
の
計
算
に
闘
す
る
限
り
、
間
有
の
保
険

開
係
の
外
に
立
つ
要
素
よ
り
の
影
響
は
努
め
て
こ
れ
を
避
け
・
な
け
れ
ば
紅
ら
ね
。

こ
れ
は
古
来
よ
り
の
保
険
原
則
で
あ
る
。

Herrm<lDDsdorfer， F.， a. 3.. 0.， S. 141. 3) 



以
上
の
如
く
、
活
替
換
算
挙
協
定
の
存
す
る
場
合
に
は
、
支
椀
保
険
金
額
ま
た
は
填
補
金
額
の
計
算
そ
れ
自
鱒
に
つ
い
て
は
全
〈

問
題
が
な
い
け
れ
H

と
も
、
翁
待
相
場
の
縫
動
が
営
事
者
即
ち
元
受
保
険
者
の
側
に
及
ぽ
す
不
測
の
影
響
の
た
め
に
幾
多
の
困
難
が
生

じ
て
来
る
。

こ
れ
は
位
外
大
戦
後
の
各
凶
貨
幣
制
度
の
混
乱
時
代
に
於
て
特
に
著
し
〈
、

つ
の
新
し

か
く
し
て
、

と
れ
よ
り
漸
火
一

い
司
川
崎
展
が
一
花
受
保
険
者
の
要
求
に
よ
っ
て
超
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

)
 

'U 
(
 
四
刷
替
換
算
権
協
定
の
在
せ
ざ
る
揚
品
川

右
に
活
ぺ
た
る
は
闘
際
的
一
再
保
険
に
於
て
具
る
貨
幣
聞
に
潟
祥
換
算
一
一
竿
協
定
が
存

在
し
て
ゐ
た
場
合
で
あ
る
。

こ
れ
に
於
て
は
支
排
保
険
金
額
ま
た
は
填
補
金
額
の
算
出
そ
れ
白
践
に
つ
い
て
は
少
し
も
圃
維
は
趨
ら

な
か
っ
た
の
?
わ
る
。

鳩
山
叶
換
算
不
に
つ
い
て
珠
め
明
文
の
協
に
が
止
な
い
揚
合
忙
は

協
持
リ
ス
ク
の
部
響
に
闘
す
る

:
I

〉
王
、

J
L
P
r
h
p
j
u
」
μ

2
4
1
7
1
1
1

司

;

1

1

羽
ヰ
仕
刊
江
田

pr
か山

K

R

K

下、

文
抑
似
険
金
制
ま
れ
れ
H
H
期
制
金
額
そ
れ
白
憾
の
算
山
川
に
つ
い
て
厄
介
困
難
友
問
題
が
都
民
生
す
る
。
以
一

こ
れ
に
闘
し
て
先
づ
賓
際
例
を
掲
げ
と
の
場
合
如
何
に
慮
埋
す
ぺ
き
か
考
察
を
進
め
る
こ
と
L
し
ゃ
う
。

一
九
一
八
年
、
ポ
ル
ト
f
ル
の
一
保
険
脅
枇
が
九

O
、
三
五

O
ヱ
ス
ク
ド
に
て
積
荷
保
険
を
一
万
受
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
支
二
、
五
一

O
エス

p
r
を
ロ
ン
ド
ン
に
再
保
険
し
ゃ
う
と
し
た
。
併
し
、
ロ
ン

r
y
保
険
市
場
よ
り
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
貸
借
市
は
非
常
に
境
勤
し
易
い
か
ら
ヱ
ス
ク

γ
貨
表
示

の
保
険
は
引
受
け
な
い
回
日
の
通
知
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
と
の
一
冗
受
保
険
脅
祉
は
鑓
脊
危
険
は
自
分
で
負
婚
し
時
貨
表
示
で
再
保
険
す
る
よ
り
外
仕
方

が
な
か
っ
た
。
而
し
て
、
そ
の
と
き
り
怨
替
相
川
場
に
よ
れ
ば
、
五
一
一
、
五
一

O
ヱ
ス
ク

γ
は
六
、
四
七
0
時
間
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
存
保
険
金
額
は
六
、

四
七

O
傍
と
決
定
さ
れ
、
ロ
ン
ド
ン
再
保
険
命
枇
よ
り
保
険
諮
券
が
議
行
さ
れ
た
o

だ
が
、
そ
の
保
険
読
券
に
は
採
用
さ
る
べ
き
矯
替
換
算
事
に
つ
い

て
は
何
等
の
約
定
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
一
仰
の
純
粋
な
る
傍
貸
保
険
(
何
日
目
耳
目
5
勺
「

E
L
5
2
5
5
2ロ
悶
)
の
扶
を
呈
し
て
ゐ
た
。
そ
の
後
、
該
保

険
物
件
に
共
同
海
損
が
資
生
し
、
海
損
精
算
書
は
ヱ
ス
ク

r
に
て
な
さ
れ
、
該
一
冗
受
保
険
者
の
海
損
分
携
額
は
五
、
八
五

O
ヱ
ス
ク

γ
と
決
定
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
一
元
受
保
険
者
は
失
白
計
算
に
従
っ
て
四
一
八
、
一
九
傍
の
損
害
境
補
請
求
を

n
y
y
y
再
保
険
者
に
封
し
て
愛
し
た
。

元

受

保

険

額

・

九

O
、
=
一
五

O

エスクド

再

保

険

額

:

:

六

、

四

七

O

傍

'b: 

O 

(
五
二
、

て
ス
ク

F
)

困
際
的
再
保
険
と
偲
替
相
場
の
踊
出
動

第
四
十
四
巻

第

畠是

四

七

七
七
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凶
際
的
再
保
険
と
錫
替
相
場
の
棚
田
動

第
四
十
回
答

第

銃

七
i¥. 

四

i¥. 

再
保
険
割
合

き1s
・ 81EJ

010  

五
、
八
五
O

ヱ
ス
ク

F

い
し
戸
、
一
日
時
l
h
d
}

む

e
p
z
g
x
l叶
「
|
i

c
c
・c
c
c

元
受
保
険
者
円
山
陽
損
分
挽
輔
副
・
・
一

再
保
険
者
の
墳
補
ナ
ベ
き
禎

hup比

V

T

、

H
U切
山
由
号

叩再

iZfF 
ト"す

TI;主主
晶、約
、=締
22間幸吉

1I1 
2fl，わ

さi等
" 杵l
宿場

従
て〉

-c 

限

M

H
合∞・

5

し
か
る
に
、

ロン

γ
ン
再
保
険
者
は
こ
の
填
補
請
求
を
拒
絶
し
、

填
補
金
支
排
日
に
於
け
る
偽
称
相
場
に
よ
り
て
一
一
一
、

一九
O
ヱ
ス
ク

r
に
相
常
す

る
時
銅
山
印
ち
三
四
，
M

刊
を
支
姉
ひ
皮
い
と
喜
一
同
ひ
、

そ
の
祝
肉
と
し
て
次
D

如
〈
主
張
し
た
。
「
元
受
保
険
者
は
た
Y

工
ス
グ
ド
貨
幣
表
一
市
内
損
省

(問

mr一「

内
山

o
m
n
r
r
n
)
世
被
っ
て
ゐ
る
に
池
ず
な
い
。
従
っ
て
今
日
と
れ
に
相
A
M
ナ
品
納
在
停
で
(
一
一
-
凶
時
)
請
求
ナ
べ
き
で
あ
る
。

も
し
れ
然
ら
ず
る
と
告
は
元
受

早
世
俗
l
A
H
H
H
つ

E
K
二

t
コ
戸
、
中
フ
ピ
司
け
と
y

b
一一

-
L
Z
5
0

作

ι
t
-ェ
恥
主
土
洞
司
Z
F
J
H晶
子
=
込
町
、
ご

F
b
u
k
告
理
'
司
号
、
区
J
M
株
主
電
力
終
ユ
つ
司

f
f
-一
ぺ
十

1

7

6

i

t

i

J

j

:

1

1

z

y

d

f

じ

1
1
1
v
j
f
1
'
f
i
l
l
t
i
f
-
-
t
-
P
F
f
l
f
!
4
1
1
6
1

得
に
な
る
中
う
庭
測
さ
る
べ
か
ら
ず
』
?
と
は
保
険
の
至
上
原
則
で
あ
る
o

こ
れ
に
背
反
す
る
填
補
請
求
は
断
じ
て
承
認
さ
れ
待
な
い
。
」

一
見
し
た
る
と
こ
ろ
、

ロ
ン
ド
ン
再
保
険
者
た
ち
の
主
張
が
正
し
い
か
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
併
し
乍
ら
、

五
U

々
は
彼
等
の
と
の

意
見
に
賛
同
す
る
と
と
は
出
来
泣
い
。
も
と
も
と
、

と
の
再
保
険
は
ヱ
ス
ク
ド
に
て
ロ
ン
ド
ン
へ
申
込
ま
れ
た
の
で
る
る
。

と
と
ろ

が
、
彼
等
は
ヱ
ス
ク
ド
に
よ
る
引
受
を
拒
絶
し
た
。
そ
れ
は
彼
等
が
ヱ
ス
ク
ド
の
鴻
特
危
険
を
負
捺
し
た
く
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
し
て
、
彼
等
が
、

い
ま
や
、
自
分
遼
は
ヱ
ス
ク

F
K
於
て
の
み
責
任
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
根
擦
に
立
つ
こ
と
は
出
来

左
い
。
何
ん
と
友
れ
ぽ
、

乙
れ
は
明
か
に
彼
等
が
拒
絶
し
た
る
矯
棒
危
険
に
参
加
す
る
と
と
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
も

し
銭
格
相
揚
の
動
き
が
反
針
を
示
し
た
で
あ
ら
う
反
ら
ば

(
即
ち
、
跨
が
下
落
し
、
主
た
は
ヱ
ス
ク
ド
が
上
騰
し
た
で
あ
ら
う
な
ら
ば
て
彼

等
は
疑
ひ
も
危
〈
彼
等
の
損
害
填
補
額
(
四
一
八
、

一
九
一
時
)
以
上
を
支
排
ふ
べ
し
と
の
要
求
を
刷
ね
突
け
る
で
あ
ら
う
。
よ
っ
て
彼
等

は
ヱ
ス
ク
ド
翁
替
相
揚
が
少
し
も
動
か
た
い
で
ゐ
た
揚
合
と
同
じ
ゃ
う
に
庭
現
し
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
部
ち
.
彼
等
は
四
一
八
、
一

九
晴
樹
を
支
挽
は
一
な
け
れ
ば
な
ら
友
い
。

2) Cruciger， G.， a. :1.. 0.， S. 62 
3) 4) Eluenberg， V.， u. a. 0.， S. '78. 



尤
も
、

こ
の
見
解
に
従
へ
ば
、

一
冗
受
保
険
者
を
利
得
せ
し
め
る
結
果
と
は
な
る
。
邸
中

h
J

、
再
保
険
者
よ
り
の
支
沸
再
保
険
金
四
一

j¥. 

一
九
勝
と
元
受
保
険
者
填
補
額
(
白
世
保
有
額
に
相
常
ず
る
部
分
は
控
除
す
)
三
四
時
怖
と
の
差
額
が
元
受
保
険
者
の
利
得
と
怠
る
。
併

し

と
れ
は
反
劉
に
Z

ス
ク
ド
貨
幣
が
上
騰
し
た
る
岡
田
合
に
そ
の
差
額
が
損
失
と
し
て
一
冗
受
保
険
者
の
負
婚
と
た
る
と
同
様
で
あ

と
れ
は
正
義
の
殻
命
で
あ
る
。

る
。
「
苦
杯
を
嘗
め
た
る
者
ま
た
美
杯
を
守
む
。
美
杯
宇
一
世
日
め
た
る
者
ま
た
苦
杯
ぞ
嘗
む
o
」

而
L
て、

と
L

で
注
意
寸
べ
き
は
、

と
の
場
合
の
元
受
保
険
者
の
利
符
が
固
有
の
保
険
事
業
危
険
の
不
必
然
的
随
件
現
象
の
偶
然

友
る
結
果

(
L
U
Z月
一
ユ
ヨ
コ
2
5
-
5
[
宮
=
出
品
E
Z
E
-
-
2
z
E回目

L
2
忠明。口同一一円一呂田】〉話。
T
E
E
-
5同
会
一
三

と
し
て
獲
得
さ
れ
る
と

v、

戸

ζし

あ
;5 

tl.'j) 

C1日
、「
J 

そ
れ
が
保
険
事
前
の
殻
生
に
上
っ
て
必
然
的
に
猪
得
さ
れ
る
も
の
ぢ
は
往
く
し
て
一
九
受
仰
円
'
幣
の
下
訴
と

い
ふ
他
の
要
素
を
遇
し
て
偶
然
に
取
得
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

と
れ
と
同
種
の
問
題
に
つ
き

日
却
勺
、

と
L
K
掲
げ
た
と
金

〈
同
じ
裂
の
係
争
に
闘
し
て
、

一
九
二
三
年
十
二
月
十
四
日
、
突
の
如
き
判
決
を
血
(
へ
て
ゐ
る
。

セ

l
ヌ
裁
判
所
は
、

「
被
告
(
イ
ギ
リ
ス
再
保
険
合
一
枇
)
ハ
原
告
(
フ
ラ
ン
ス
一
冗
受
保
険
合
北
)
ニ
刻
シ
保
険
料
ノ
動
-
一
ツ
イ
テ
モ
損
中
山
内
境
補
金
ノ
貼
ニ
ツ
イ
テ
毛
一
ツ
ノ
貨

幣
操
作
(
者
岱
E
ロ
四
百
官
『
己
古
ロ
)
ヲ
強
制
シ
タ
ノ
ヂ
ア
ル
。
ヨ
ノ
コ
ト
ヨ
リ
生

r
ル
責
任
ハ
原
告
ノ
負
焼
ト
シ
テ
、
本
保
険
契
約
ノ
ウ
チ
第
一
一
ノ
契
約

ヲ
構
成
セ
シ
メ
ル
。
ソ
ノ
結
果
、
一
一
ツ
ノ
呉
リ
グ
ル
契
約
ガ
本
契
約
ノ
締
結
ト
共
一
一
有
殺
-
一
成
立
シ
テ
ヰ
ル
。
却
チ
、
再
保
険
契
約
ト
岱
替
契
約
ト
ガ

-
一
閥
シ
テ
ヨ
レ
ヲ
注
怠
深
ク
別
々
-
一
坂
扱

ハ
ネ
バ
ナ
一
ヲ
ヌ
。
カ
ク
シ
テ
、
魚
替
契
約
ρ

、
被
告
ヲ
活
相
U

場
動
ノ
危
険
カ
ラ
護
ん
へ
夕
、
被
告
ノ
ダ
メ
ニ
且
ツ
被
告
ノ
意
思
ヲ
以
テ
締
結
サ
レ
タ
ノ

コ
レ
ヂ
ア
ル
。
併
シ
、

2

レ
ヲ
二
ツ
ノ
契
約
ハ
ソ
ノ
性
質

(
h
Z
E
E
R
)
並
ピ
ニ
ソ
ノ
殺
呆
(
斗
円
高
3
・E内
)

ヂ
ア
ル
。
従
ツ
テ
、
処
替
費
動
上
ノ
危
険
ハ
原
告
ノ
負
挽
ス
ル
ト
コ
ロ
ト
ナ
ル
。
ト
コ
ロ
デ
、

コ
ノ
故
ニ
、
イ
マ
ヤ
、
或
ル
利
盆
f
原
告
-
一
生
ぜ
ル
ト

セ
パ
、
ッ
レ
ハ
再
保
険
契
約
カ
ラ
デ
ハ
ナ
ク
テ
、
矯
替
契
約
|
|
保
険
諸
島
Y

ノ
僚
件
-
一
モ
保
険
法
ノ
原
則
ニ
モ
何
等
ノ
闘
係
ヲ
モ
タ
ナ
イ
ト
コ
ロ
ノ
|

!
カ
ラ
生
J
A

ル
ノ
デ
ア
ル
。
ヨ
ヴ
テ
、
時
ガ
被
告
ノ
支
姉
義
務
ノ
タ
メ
ノ
決
定
的
貨
鰐
ト

V
-
T
採
用
品
y

レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
C
L

乙
の
甚
だ
的
確
た
る
判
決
に
よ
っ
て
明
か
友
如
く
、

と
の
揚
合
の
元
受
保
険
者
の
利
得
は
保
険
契
約
か
ら
で
は
友
く
し
て
そ
れ
と

間
際
的
再
保
険
と
錦
替
相
場
の
費
動

第

説

第
四
十
四
巻

士;
1L 

四

ブし

~~hre?berg， V'J :1.. 3.. 0.， S. 179・
Crl1ciger， G.， a. a. 0.， S. 63 
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岡
際
的
再
保
険
と
錦
替
相
場
の
費
動

第
四
十
四
巻

i¥. 
O 

第
一
一
一
銑

四

O 

は
全
く
別
個
な
契
約
た
る
銭
内
容
契
約
か
ら
生
じ
た
も
の
で
る
る
。
従
っ
て
、

と
L

で
、
元
受
保
険
者
が
利
得
す
る
と
も
、
そ
れ
は
先

き
に
禍
げ
た
保
険
原
則
と
何
等
矛
盾
抵
備
す
る
も
の
で
泣
い
と
言
は
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

要
す
る
に
こ
の
場
合
の
底
辺
に
つ
い
て
苦
々
の
到
達
し
得
る
結
論
は
、
た
と
へ
再
保
険
契
約
に
於
て
異
る
貨
幣
聞
に
適
用
寸
べ
き

換
算
卒
協
一
止
が
明
文
を
も
っ
て
存
在
せ
や
と
も
、

首
該
保
険
契
約
及
び
他
の
一
客
規
的
保
件
例
へ
ぽ
契
約
結
締
の
際
に
於
け
る
官
事
者

の
意
思
等
を
操
服
ず
る
と
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
場
合
に
受
賞
す
ぺ
き
潟
棒
換
算
率
伝
求
む
べ
き
で
あ
る

2
い
ふ
と
と
で
あ
る
。

ク
ル
シ
ガ
ア
、

)
 

R
 

モ
九
デ
ン
ハ
ウ
ア
品
川
V
L「
-
L
も
に
、
方
の
如
辛
見
併
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
が
併

私
は
、
本
川
町
制
に
つ
い
て
は
町

一〉
j
b

午、
ν

r

A

S

J

J

、
J
よ

L
u
j

ご、一

V
川

1
2す

1
c
b
u
z
f
T
Y二
二

ι
、。ぃト同町、

t
d
k
r
J
H
J
m
μ

山
[
リ
一

L
t
t
』
え
印

f
t
f
j
c
i

山
川

l
争
ノ

z-

‘1
4

十
日

l
y
t
u

王
ー

を
示
し
て
ゐ
る
朕
態
で
あ
る
句
例
へ
ば
、

r
イ
ツ
に
於
け
る
再
保
険
諭
の
一
一
権
威
〈
ル
マ
シ
ス
ド
ル
フ
ア

。

者
の
参
考
の
た
め
に
彼
の
意
見
を
掲
げ
て
置
〈
。
(
私
は
こ
の
忘
見
に
賛
同
し
得
な
い
。

ヱ
I

レ
ン
ベ
ん
ヒ
、

J
U
j
u
-
k

ー

;
d
l
l

山
引
刊
も
決
断
一
も

z、恥，
d

、
計
制
9
4
4
4凶
〔

の
如
き
，
交
の
如
く
主
張
す
る
。

乙

L

に
、
讃

査
し
、
こ
L
A

で
は
損
害
の
程
度
と
い
ふ
こ
と
が
会
〈
無
組
さ
れ

て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
)

「
匁
替
換
算
市
中
の
協
定
さ
れ
ざ
る
場
合
が
あ
る
。
と
れ
は
た
い
弘
取
に
特
別
再
保
険
に
於
て
の
み
な
ら
ず
よ
り
屡
々
線
続
的
再
保
険
に
於
て
起
り
符
る
。

荷
し
て
、
こ
の
問
題
の
判
定
の
た
め
に
は
、
再
保
険
は
、
損
告
保
険
と
し
て
、
後
生
し
た
る
損
誌
を
ば
、

l

|
財
産
喪
失

(
3
5
c問。
E
ω
E
E
Z
は
文

揚
填
補
金
に
よ
っ
て
坦
合
は
さ
れ
る
と
い
ふ
立
前
に
よ
り
、
填
補
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
へ
方
か
ら
間
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
の
放
に
、
雨
貨
幣

聞
の
換
算
卒
が
協
定
さ
れ
な
い
と
き
に
於
て
は
、
再
保
険
者
は
純
損
害
額
と
一
万
受
保
険
者
保
有
部
分
と
の
美
術
に
相
砂
川
ナ
る
傾
を
彼
の
引
受
領
に
感
じ

て
換
算
貨
幣
に
て
支
排
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
乍
ら
、
再
保
険
者
の
給
付
責
任
は
常
に
再
保
険
金
額
を
限
度
と
ナ
る
。
彼
の
自
図
貨
幣
に
よ
っ
亡

表
示
さ
れ
た
る
再
保
険
金
額
を
超
え
て
は
彼
は
頃
補
責
任
を
負
は
な
い
。

例
へ
ば
、
銭
替
相
場
一
一
一
五
ス
イ
ス
・
フ
ラ

y
u
一
0
0
マ
ル
ク
の
と
き
左
の
再
保
険
契
約
が
7

ル
グ
表
示
に
で
締
結
さ
れ
た
。

一
克
受
保
険
金
額
・
・
・
:
・
・
・
・
・
一
一
一
豆
、

0
0
0
ス
イ
ス
・
フ
ラ
U

一
万
受
保
険
者
保
有
額

-

a

-

:

・
:

i

一
二
、
五

O
O
ク

再
保
険
金
額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
・
・
:
・
・
・
:
九

O
、
0
0
0
マ
ル
ク
(
一
一
二
、
主

O
O
ス
イ
ス
・
フ
ラ
シ
)

何
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
銭
替
相
場
が
獲
勤
し
一
二
五
ス
イ

z
・
フ
ラ
ン

H
五
0
0
マ
ル
ク
と
な

P
、
と
の
正
き
該
物
件
に
ニ
豆
、

c
o
o
-
イ

7) Ehrenberg， V.， a. .:1. 0.， S. 182. 
8) 9) Moldenhauer， P.， a. a. 0;> S]J・ 1333町
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ス
・
フ
ラ
ン
O

分
損
(
分
損
割
合
二

O
V
A
)が
資
生
し
た
。
こ
の
場
合
目
再
保
険
者
の
境
問
問
支
持
額
如
何
と
い
ふ
に
、
円
以
初
に
引
受
け
た
る
再
保
険
金
額

を
支
摘
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

何
ん
と
な
れ
ば
、

一
五
受
保
険
者
の
保
険
契
約
者
へ
の
支
梯
喰
補
額

二
五
、

0
0
0
ス
イ
ス
・
ァ
フ
シ

一
正
受
保
険
者
保
有
制
聞
に
謝
す
る
塊
補
額

二
、
五

0
0
3シ

差
引

二
二
、
五

0
0
タ

と
な
り
、

ζ

O

L
」
き
の
矯
替
相
場
に
よ
れ
ば
二
二
、
五

O
O
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
は
丁
度
九

0
・
0
0
0
マ
ル
ク
と
な
る
が
放
で
あ
る
。

(1)) 

火
に
、
同
ピ
〈
二

O
%
の
分
損
が
濡
容
相
場
一
二
五
ス
イ
F

、・

7

ラ
ン
日
六

0
0
マ
ル
ク
の
と
き
縫
生
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
於
げ
る
再

保
険
者
山
場
備
制
川
知
何
と
い
ふ
に
、

10.) 

》

'
E
h
-
-
:
F
t
E
E司
μ
〉

グ

H
4
f
?

とい
L
〈
戸
仰
民
壬
h
F
T
C

0
0
0
マ
ル
ク
で
あ
の
。
再
保
験
者
ほ
こ
れ
以
上
を
文
梯
ム
必
要
は

:、
o

y
v
i
v
 

{引J
ん

ア:~::
tL 
(;1" 

ιh 
劫
メい

[il.1 

山
川
公
保
険
者
の
保
険
同
町
約
者
へ
の
城
納
捌
か
ら
自
此
保
省
部
分
に
叫
刊
す
る
抗
制
獄
中
記
注
引
い
た
制
は

h

二
二
，
t

J

ー
へ

o
フ
ヲ
ン
仁

R
5

2

(

(

‘
，
 

::i 

;~'~~ 

;HI 

Ii白

も
〕
、

J

一
〕

K

一一
F

L

弘
)
〕

F

，

t

一

一

、

t
'
J

J

(

(
一

h
i

」
、
、
J

F

J

p

i

，
.
 

1
:
;
t
 

[

4

i

 

と
な
る
。

こ
れ
は
再
保
険
金
制
ま
選
過
す
る
。
再
保
険
金
額
は
再
保
険
者
自
填
補
責
任
額
の
最
大
限
度
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
以
上
を
給
付
す
る
要
は
な

ぃ
。
従
っ
て
、
越
部
過
分
一
、

八

0
0
マ
ル
ク
(
=
一
七
五
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
)
は
一
沼
受
保
険
者
の
負
婚
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、

以
上
は
軍
に
潟
替
換
算
率
を
何
に
求
め
る
か
と
い
ふ
一
一
胞
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
。

五
口
々
に
と
っ
て
よ
り
東
大
友
る
闘

心
事
は
、
一
冗
受
貨
幣
と
再
保
貨
幣
と
が
異
る
と
き
に
は
、
矯
特
換
算
率
協
定
が
あ
る
に
し
て
も
友
い
に
し
て
も
、
常
に
一
花
受
保
険
者

の
上
に
の
み
潟
替
危
険
が
ふ
り
か
L

る
と
い
ふ
と
と
こ
れ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
既
に
度
と
述
ぺ
た
や
う
に
、

乙
の
危
険
は
潟
替
相
場

受
動
の
激
し
い
と
き
ほ
ど
犬
で
る
る
。

と
の
と
き
に
は
、
も
は
や
或
る
場
合
の
震
唇
損
は
他
の
場
合
の
潟
替
盆
と
相
殺
さ
れ
得
る
な

ど
と
言
っ
て
居
ら
れ
友
い
。
ぽ
刷
替
危
険
の
み
が
屡
と
容
易
に
保
険
業
を
依
産
せ
し
め
る
。
従
っ
て
、
保
険
業
と
し
で
は
そ
の
健
全
な

る
議
建
の
た
め
に
是
非
と
も
こ
の
危
険
よ
り
脱
す
る
方
策
を
講
じ
友
け
れ
ば
友
ら
な
い
。

五
口
々
は
、

こ
の
翁
替
危
険
よ
り

そ
こ
で
、

の
殺
済
手
段
と
せ
ら
る
弘
次
の
委
展
的
方
法
に
つ
い
て
与
察
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

闘
際
的
再
保
険
と
震
替
相
場
自
費
動

第
四
十
四
巻

匹l

第

披

i¥. 

Jぞ

怒
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園
際
的
帯
保
険
と
銭
替
相
場
の
費
動

第
四
十
四
巻

四

第

銃

，'-

回
、
元
隻
貨
幣
と
再
保
貨
幣
と
が
同
一
な
る
場
合
の
再
保
険

先
づ
最
初
に
、

一
光
受
貨
幣
と
再
保
貨
幣
と
が
同
一
た
る
再
保
険
却
ち
元
受
貨
幣
再
保
険
(
刀
出
向
ケ
記
豆
町
一
WOE-】
町
五

ι
E
H山5
2
0
2
T

ロ
Zコ
】
口
問

ω毛
m
E
『ロコ
m
h
E
C
E
C問
。
∞
円
}
】
山
『
[
)

と
は
何
で
る
る
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
行
は
る
L

具
鰻
的
場
合
を
説
明
し
ゃ
う
。

一
花
受
貨
幣
再
保
険
は
、
使
用
貨
幣
の
匝
別
に
従
っ
て
、

と
れ
を
山
保
険
貨
幣
と
し
て
一
花
受
保
険
者
の
闘
の
貨
幣
を
用
ひ
る
場
合

ー
ι

閃
阿
保
険
皆
の
閣
の
貨
幣
を
羽
川
ゆ
る
v
H
宏
司
と

明
約
三
閣
の
山
内
州
市
近
間
以
る
場
人
川
に
の
三
つ
に
分
っ
と
と
れ
出
来
る
。

け
、
心
山
ふ

で
も
な
〈
、

こ
れ
ら
の
う
ち
最
も
普
通
ま
た
は
典
型
的
友
る
は
山
で
あ
る
。

一
般
に
保
険
者
が
自
国
に
於
て
元
受
す
る
保
険
の
大

部
分
は
白
園
貨
幣
表
示
で
あ
る
。
従
っ
て
、

こ
の
白
園
貨
幣
表
示
の
ま
L

に
て
そ
の
一
花
受
額
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
再
保
険
ず
る
揚

ム
口
が
厄
受
貨
幣
再
保
険
と
し
て
最
も
通
常
の
も
の
で
あ
る
と
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。

(2) 

の
揚
合
は
、
他
国
の
再

保
険
市
場
に
於
け
る
取
扱
の
便
宜
の
た
め
に
最
初
よ
り
特
に
首
該
再
保
険
者
園
の
貨
幣
表
示
に
て
元
受
を
た
し
と
れ
を
再
保
除
す
る

揚
ム
口
で
あ
る
c

例
へ
ば
、
我
が
園
に
於
て
ロ
ン
ド
ン
再
保
の
般
憶
保
険
の
一
冗
受
を
も
務
建
と
す
る
が
如
き
こ
れ
で
あ
る
。

(3) 

の
揚

ム
口
は
輸
出
貨
物
の
海
上
保
険
に
つ
い
て
普
通
に
行
は
れ
る
。

い
ま
、
我
が
園
に
闘
し
て
い
へ
ば
、
輸
出
貨
物
は
そ
の
仕
向
地
に
よ
っ

で
そ
れ
ぞ
れ
イ
ン
グ
ォ
イ
ス
値
段
の
表
示
貨
幣
を
異
に
す
る
。
(
仰
し
、
東
洋
・
南
洋
諸
閣
を
仕
向
地
と
す
る
と
き
は
屡
E
闘
建
で
あ
る
O

)

而

し
て
、
多
く
の
場
合
、
保
険
貨
幣
は
イ
ン
ヴ
才
イ
ス
値
段
表
一
不
貨
幣
と
同
一
で
あ
る

d

従
っ
て
、
輸
出
貨
物
の
一
一
光
受
貨
幣
は
種
々
多

様
の
外
闘
貨
幣
で
あ
り
得
る
。
と
こ
ろ
が
、

元
交
保
険
者
の
取
引
す
る
外
国
再
保
険
市
揚
は
若
干
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
、

ヌじ

受
貨
幣
表
示
の
ま
L
に
て
再
保
険
す
る
と
き
、
一
冗
受
保
険
者
の
図
の
一
貨
幣
t
も
再
保
険
者
の
国
の
貨
幣
で
も
た
き
と
と
ろ
の
第
=
一
同
国



の
貨
幣
に
よ
る
再
保
険
が
成
立
す
る
。
例
へ
ば
、

ア
メ
リ
カ
行
検
出
貨
物
の
元
受
保
険
を
弗
で
引
受
け
と
の
弗
の
ま
L

に
て
ロ
ン
ド

ン
へ
再
保
険
す
る
と
い
ふ
如
き
揚
合
で
あ
っ
て
、
小
川
上
貨
物
に
は
日
常
頻
繁
に
行
は
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
が
一
光
受
貨
幣
再
保

除
K
於
け
る
三
態
様
で
あ
る
。
併
し
、

こ
れ
ら
三
つ
は
本
問
題
に
閲
し
て
本
質
的
匝
別
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
以
下
の

考
察
に
於
て
は
、

こ
れ
ら
各
ミ
を
別
個
に
取
抜
は
や
え
交
貨
幣
再
保
険
一
般
に
つ
い
て
批
判
を
興
へ
る
。

さ
ー一戸
」

こ
の
治
交
貨
幣
一
昨
保
般
が
何
故
に
馬
替
危
険
の
除
去
手
段
と
し
て
用
ひ
ら
れ
る
か
と
い
ふ
に
、
そ
の
悶
答
は
一
広
比
較
的

簡
単
で
あ
る
。
元
受
貨
幣
再
保
険
に
於
て
は
保
険
貨
幣
は
穴
U

一
つ
で
一
あ
り
、
こ
の
意
味
に
於
て
、

と
れ
を
同
一
園
内
に
於
け
る
自

同制卸ミ品目げ叫
J

「
i
s
m
i
-
-
H
H
p
f

ノ、

F
-
1
u
'
w
此「

F
-

ペ
'
j
J

」ぐ、

U
4

コ-二

日
値
下

d
z
F
C阿
J
T平生一
1
I
L
L
-〈

F
A
-
-
E
j
t一

t
H
F
一
例
有
J

「

そ
乙
に
は
も
は
や
漏
出
怜
危
険
の
庄
一
じ
得
る
陰
地
は
な
く
、
」
た
ピ
叩
早

純
な
る
保
険
危
険
(
〔
一
【
昌
三
百
〈
宮
町
田
己
】
2
5
R
E
一
回
子
。
)
に
け
が
残
り
得
る
に
過
ぎ
左
い
、
と
一
腹
考
へ
る
乙
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ

一
羽
交
貨
幣
再
保
険
は
「
唯
一
の
正
し
き
も
の
'
一
ま
た
は
「
貨
幣
的
紛
糾
を
議
防
す
る
唯
一
の
手
段
」
と
推
賞
さ
れ
る

る
。
か
く
し
て
、

に
至
り
、

こ
の
方
法
が
園
際
的
時
保
険
に
於
け
る
殆
ん
ど
一
般
的
傾
向
と
ま
で
な
り
来
た
っ
て
ゐ
る
。

い
ま
や
、

併
し
、
五
口
々
は
徒
に
賞
讃
の
撃
に
の
み
酔
ふ
て
は
怒
ら
一
な
い
。

こ
れ
を
静
に
検
討
す
る
徐
裕
を
も
た
左
く
で
は
た
ら
ぬ
。

氾
受
貨
幣
博
保
険
は
そ
の
保
険
貨
幣
を
た
ピ
一
つ
に
の
み
限
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
を
有
す
る

3

従
っ
て
、
こ
の
特
徴
を
捨
て
る

ヱ
l
レ
ン
ベ
ル
ヒ
は
「
理
論
上
、
一
正
受
貨
幣
再
保
険
の
底
理
陀
於
て
、

唯
一
の
正
首
な
る
こ
と
は
蛍
誇
契
約
の
計
算
を
絡
始
元
受
貨
幣
の
み
に
て
行
ふ
左
い
ふ
こ
と
で
あ
る
o
」
と
言
ふ
。
疋
に
そ
の
通
h

りで

と
き
そ
れ
は
直
ち
に
自
ら
の
存
在
理
闘
を
央
ふ
。
そ
れ
故
、

あ
る
@
併
し
、

用
論
的
に
ま
た
賞
際
的
庭
理
に
於
て
来
し
て
か
や
う
に
一
疋
受
貨
幣
の
み
に
終
始
同
執
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。
吾
々
の

考
察
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

岡
際
的
再
保
険
と
儒
替
相
場
。
同
盟
到

第
四
十
四
巻

匹1

第
一
二
掠

i¥. 

ワイ

} 

Cruciger， Gリ a.a. 0.， S. 60. 
Ehrenberg. V.， :1.. a. 0.， S. 184 
Andreoli， E.， ;'1.. <1. 0.， S. 192. 
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附
際
的
再
保
険
と
符
格
相
場
の
握
到

第
四
十
凶
巻

1Æ~ 

批

fLLj 

四

ノ1

四

保
障
は
、

そ
の
根
本
に
於
て
、
大
数
に
依
擁
す
る
事
業

(
Z
S
E
H同
g
n一
三
乙
で
あ
る
。
保
険
は
充
分
に
多
数
の
保
険
物
件
を
集
め

い
ま
、
取
扱
ふ
保
険
物
件
の
契
約
貨
幣
が
多
数
に
分

た
れ
る
と
き
に
は
、
収
入
保
険
料
ま
た
は
保
険
準
備
金
は
個
々
の
多
数
の
貨
幣
に
院
分
さ
れ
、
従
っ
て
、
大
教
法
則
の
泊
用
は
、
完

全
な
る
意
味
に
於
て
は
、
同
一
貨
幣
表
示
の
物
件
群
に
し
か
お
て
は
ま
り
得
た
く
た
る
。
若
し
、
或
る
貨
幣
表
示
群
に
於
け
る
支
出

得
て
始
め
て
一
定
の
成
果
へ
の
抽
出
測
の
も
と
に
運
営
さ
れ
得
る
。

と
と
る
で
、

が
同
一
群
の
収
入
で
は
財
へ
左
〈
去
り
他
の
貨
幣
長
一
応
群
に
於
付
る
牧
入
よ
り
倒
壊
さ
れ
ざ
る
を
内
在
〈
友
る
や
否
号
、
そ
と
に
、

川
貨
幣
閣
に
起
る
と
考
へ
ら
れ
得
る
矯
枠
危
険
が
作
附
し
て
来
る
か
ら

E
あ
る
。
大
教
法
制
山
下
偽
作
危
附
に
よ
っ
て
そ
の
先
入
ー
な
泊

!

;

l

J

!

】

lJH川川
j
v
t
u
r九
判
川
刷
北
一
介
{

2

L

P

P

一
L
Y
J
J
z
d
【

J
4
i
l
i
J
i
-
-
，
G
F
i

〆

L
r
u
、〈

t
i
l
l
J
l
J
n
:川
4
|
:
l
'
k
l
:
I
R
K
-
、
一
l
h
l
》
了
:
一
一
:
f
l
d

U
J
U
i
L
1
1
ど
仙
V
H
t
r
ρ
1
1
4
3
虫
F
1儲
け
い
ト

J
1一
」
く
匝
f
公
一
」
之
オ
り
さ
恥
ζ
和
街
、
、
平
l

〈
友
っ
て
来
る
。
而
し
て
、

こ
の
危
険
は
ば

4
1
(

正
保
険
者
・
再
保
険
者
を
と
も
に
襲
ふ
も
の
で
あ
る
が
、

一
札
受
保
険
貨
幣
再
保
険
の
揚

ム
口
に
於
て
は
特
に
再
保
険
者
を
こ
の
危
険
に
著
し
く
略
す
と
と
に
友
る
。

次
に
、
一
正
叉
貨
幣
再
保
険
の
底
却
に
於
て
終
始
正
受
貨
幣
に
の
み
同
執
す
る
と
い
ふ
抑
制
ム
口
に
は
、

取
扱
ふ
保
険
貨
幣
が
種
々
多
桜

と
左
り
、
従
っ
て
、
再
保
険
者
と
し
て
は
そ
れ
亡
け
多
数
の
勘
定
を
別
と
に
設
け
な
け
れ
ば
た
ら
や
、

こ
。
誌
に
合
計
技
術
卜
.
甚
だ
し

く
大
友
る
困
難
を
件
ふ
こ
と
に
在
る
。

と
れ
は
世
界
大
戦
後
創
立
し
た
る
多
数
の
新
興
闘
が
自
閣
の
誇
り
の
‘
た
め
に
白
岡
必
受
貨
幣

を
再
保
貨
幣
と
し
て
用
ふ
る
傾
向
に
於
て
殊
に
著
し
く
、
例
へ
ば
、
犬
山
叩
保
険
命
日
枇
に
於
て
は
、
六
十
乃
至
七
十
の
異
り
た
る
貨
幣

を
も
っ
と
と
が
決
し
て
珍
し
〈
な
い
と
言
ふ
の
で
あ
る
。

肋
定
予
定
Z
E
Z
予

tzg)

こ
れ
は
震
特
換
算
卒
協
定
に
依
っ
て
白
岡
貨

倣
巾
を
用
ひ
て
ゐ
た
時
代
の
阿
保
険
者
が
殆
ん
左
想
像
し
得
ざ
る
困
難
で
あ
っ
た
。

行
々
は
こ
L

に
U
交
貨
幣
再
保
険
に
件
ふ
事
犬
な

技
術
的
困
難
を
見
出
寸
。

Andreoli， E.， a. a. 0.， S. 183・
Cruciger， G.， a. a. 0.， S. 60， 61. 

Cruciger， G.， a. a. 0.， S. 136， 137. 
Cruciger， G目， a. a. 0.， S. 63. 
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川正げ札、

」
い
々
は
白
枇
保
有
限
度
の
決
定
L
一
い
ふ
拙
か
ら
一
氾
交
貨
幣
百
円
保
険
に
於
け
る
矯
替
危
険
に
つ
い
て
考
祭
し
ゃ
う
。

乙
の
問

題
は
比
例
的
一
昨
保
険
の
行
は
る
L
場
合
に
は
何
等
の
困
脱
も
生
じ
左
い
“
蓋
し
、

如
何
に
近
受
貨
幣
が
種
々
呉
る
と
す
る
も
自
社
保

有
矧
は
常
に
一
定
比
奈
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。

異
ら
ざ
る
を
川
町
、
な
い
③
例
へ
ば
、

と
と
ら
が

超
過
額
昨
保
険
の
採
ら
る
L
場
合
に
は
事
情
は
大
に

同
一
船
舶
に
積
込
ま
る
k
多
数
の
積
荷
が
種
矧
・
仕
向
地
・
保
険
貨
幣
を
異
に
し
同
一
・
刈
受
保
険

品
円
に
よ
っ
℃
引
交
け
ら
れ
ん
と
す
る
と
か
こ
、
!
ー
こ
れ
ら
多
数
の
ぼ
荷
は
コ
一
百
ず
一
三
片

9
-
Z
ユヱ一円

に
保
さ
れ
て
ゐ
る
と
一
一
品
へ
る

-e 

ー
こ
れ
を
超
過
制
再
保
険
に
依
る
'
と
す
れ
ば

こ
れ
ら
に
つ
き
白
壮
保
れ
限
度
は
如
例
に
し
て
定
め
ら
れ
件
ろ
か
。

そ
れ
ぞ
れ
呉

'
一
万
三
ザ
k
'
X↓
』
〉
;
-
一
周

--Ev--品目
4
ぺ
h

p

J

い
f

、i
h
-
-
a
ν
1
f
:
-

F
S
H
H川
M
Wへり
F
市
北
/
、
4
1
1
h
7
h

一
、
よ
h
u
E山
か
干
工

Y

三
子
三

J
T
1川

4
4
Jコ
」
い
白
川
い
丸
山
U

し

も

-
4
3

、L4
J

A

t

K

3

=

-

:

角
〈

I

-

3

F

、
.
2
H
C

J
A
2
r
J
u
w
一
む
よ
乃

FE--士
2
5
5
A
H
E
E
-
-
げ

h
H
u
z
j
と
と
し
ょ
同
レ

作
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
L 、

」
ω操
作
を
と
る
限
り
、

さ
う
す
る
こ
と
に
上
っ
て
、

こ
の
換
算
の
際
の
伐
替
相
場
と

而
し
て
、

風
評
議
生
の
際
の
矯
待
相
場
と
の
闘
係
に
よ
り
、
依
然
と
し
て
矯
待
危
険
の
は
い
り
込
む
徐
地
が
浅
さ
れ
て
ゐ
る
と
ユ
一
同
へ
る
。
殊
に
、

趨
過
相
側
再
保
険
が
比
例
的
再
保
険
に
比
し
て
一
般
的
で
あ
る
今
日
に
於
て
、

こ
の
結
へ
の
考
慮
は
一
一
層
必
要
で
る
ら
う
o

尤
も
、

の
意
味
の
潟
棒
危
険
は
-r
守
党
貨
幣
再
保
険
に
の
み
特
釘
の
も
の
で
は
左
く
泊
受
貨
幣
と
一
九
保
貨
幣
と
異
る
場
合
の
再
保
険
に
於
て
も

起
り
得
る
も
の
で
は
あ
る
。
併
し
、
一
広
受
貨
幣
再
保
険
方
法
が
鴻
砕
危
険
か
ら
完
全
に
濁
立
し
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
の
一
つ
の
理
由

と
し
て
こ
の
舶
に
封
し
で
も
沌
意
が
必
要
で
あ
る
。

最
後
に
斤
々
が
圃
際
的
再
保
険
市
場
の
賓
際
を
見
る
と
き
、

ぺ
受
貨
幣
へ
の
問
執
、
山
ち
、
そ
入
れ
ら
れ
る
或
る
貨
幣
長
一
不
の
保

険
料
を
そ
の
ま
L
そ
の
貨
幣
に
で
積
立
て
こ
れ
よ
り
填
備
金
を
支
出
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
果
し
て
行
は
れ
て
ゐ
る
か

E
う
か
。
例
へ

ば
ロ
ン
ド

y
の
再
保
険
者
が
日
本
の
元
受
保
険
者
よ
り
受
入
れ
る
闘
表
示
の
再
保
険
料
を
、
他
日
の
填
補
金
支
排
の
準
備
と
し
て
、

岡
際
的
再
保
険
と
矯
替
相
場
。
措
置
劫

暗
中
間
十
問
答

へ
五

四
二
正

茸Z

旗

」
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図
際
的
再
保
険
と
銭
替
相
場
の
費
動

四
二
六

第
四
十
四
巻

fz= 

奇抜

八
六

闘
の
ま
L

で

l
l日
本
に
於
け
る
代
理
屈
ま
た
は
取
扱
山
に
|
|
ー
積
立
て
h
置
〈
と
い
ふ
仕
方
が
常
に
採
ら
れ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
。

甚
だ
疑
問
で
る
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ロ
ま
た
、
現
に
元
受
保
険
市
場
と
し
て
の
我
が
閣
の
実
際
に
つ
い
て
見
る
も
、
外
貨

建
冗
受
保
険
料
で
す
ら
保
険
者
は
と
れ
を
首
該
外
貨
に
て
受
入
れ
や
に
闘
に
て
受
取
っ
て
ゐ
る
欣
態
で
あ
っ
て
、
最
初
の
心
交
の
過

程
よ
り
既
に
ほ
刷
替
危
険
の
介
入
徐
地
'
を
興
へ
て
ゐ
る
究
第
で
あ
る
。
即
ち
、
私
は
、

え
受
貨
幣
へ
の
問
執
と
い
ふ
と
と
が
問
削
除
的
併

保
険
の
宵
際
=
と
し
て
甚
だ
困
難
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。

:目"

~:i!! 
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批
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以
上
考
察
し
た
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
見
る
に
、
歴
史
的
に
は
、
最
初
は
、
園
際
的
一
舟
保
険
の
多
〈
は
戸
殊
に
総
額
的
再
保
険
に
於
て
)

元
受
貨
幣
と
再
保
貨
幣
と
を
異
に
し
雨
貨
幣
の
矯
巷
聞
係
に
つ
い
て
は
専
ら
と
れ
を
換
算
率
協
定
に
依
っ
て
ゐ
た
ロ
そ
し
て
、
そ
れ

で
ゐ
て
殆
ん
芝
重
大
友
困
難
宇
一
生
じ
友
か
っ
た
。
蓋
し
、
首
時
は
友
ほ
矯
替
相
場
の
新
一
動
一
が
そ
れ
程
に
著
し
〈
友
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
大
戦
後
諸
閥
に
於
け
る
貨
幣
制
度
の
崩
壊
に
寒
き
震
替
相
場
が
異
常
陀
激
し
〈
境
動
す
る
に
至
っ
て
、
矯
替
換
算

率
協
定
は
た
ピ

E
A

ん
受
保
険
者
に
の
み
不
測
の
震
替
危
険
を
課
す
る
結
果
と
た
っ
て
も
は
や
再
保
険
に
於
け
る
潟
替
問
題
そ
解
決
す
る

力
を
も
た
友
く
在
っ
た
。

そ
こ
で
、
足
受
保
険
者
た
ち
は
再
保
険
を
震
替
り
ス
ク
か
ら
救
ひ
出
す
た
め
に
争
っ
て
元
受
貨
幣
再
保
険

の
方
法
を
探
ぴ
採
っ
た
の
で
あ
る
。

と
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
一
再
保
険
方
法
に
於
て
幾
多
の
困
難
在
る
問
題
の
中
心
を
友
し
て
ゐ
た
支

挽
再
保
険
金
額
ま
た
は
填
補
金
額
の
算
定
そ
れ
自
身
を
骨
崎
容
鑓
動
か
ら
狽
立
た
ら
し
め
た
結
に
於
て
、
確
陀
大
い
友
る
功
績
で
る
つ

た
。
併
し
、

と
の
方
法
は
一
方
に
於
て
は
理
論
的
に
見
て
犬
な
る
不
備
を
寂
し
、
他
方
賓
際
に
於
て
は
純
乎
た
る
形
態
に
一
ι
は
行
は
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れ
雄
知
く
、

そ
れ
は
、
大
に
護
展
し
得
た
と
は
い
へ
、
な
ほ
潟
替
危
険
か
ら
完
1
T
K
自
由
で
あ
り
得
示
、

そ
の
功

と
の
意
味
に
於
て
、

績
を
可
成
り
減
殺
せ
し
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

友
ほ
、

か
ゃ
う
た
元
受
貨
幣
再
保
険
の
一
般
的
傾
向
に
つ
い
て
特
に
考
慮
す
べ
き
は
、

大
戦
後
の
一
諸
図
が
殆
ん
ぎ
例
外
友
く
貨
幣

制
度
の
混
飢
に
澄
過
し
夫
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。
蓋
L
U
も
し
然
ら
や
し
て
或
る

二
の
主
要
経
済
岡
例
へ
は
イ
ギ
リ
ス
の
如
き
が

確
同
不
動
の
貨
幣
制
度
を
維
持
し
得
て
ゐ
た
・
な
ら
ば
、
恐
ら
ぐ
こ
れ
ら
の
閣
の
再
保
険
者
た
ち
は
そ
の
白
闘
貨
幣
の
設
同
さ
を
持
ん

で
博
保
険
の
引
受
に
際
し
て
自
国
貨
幣
を
押
し
つ
け
得
た
で
あ
ら
う
し
、
従
っ
て
、
そ
と
で
は
依
然
と
し
て
震
務
換
算
卒
協
定
に
よ

る
一
斗
保
険
が
行
は
れ
、
心
吃
貨
幣
一
山
町
保
険
ト
刀
法
を
し
て
今
日
の
如
く
一
般
内
岡
崎
刈
た
る
を
阻
ん
だ
?
あ
ら
う
h
ら
で
あ
る
。

」
札
は
、

て'川町、

月
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L
h
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f
h
i
一
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日
又

1
1
7
1
2
I
:
J
J
〉

t
f
H
N
A
F
F
Kコ
日
〉
九
J
1
1
2
r
H
1
7
-
1
2
K
L
t
Fコ
:
t
r
号
¥

，L
F
l村
U

乍
古
寺

μ川
μ品
川
ド
ド

J
P
J。
田
誠
子
P
H
μ
ド

M
H
そ江一
t
~
V
4
μ
一一則

M
巴も府判日
H
H
d
主
y
j
/
U
i
芳一司一
I
N
N
ι
合

1
J」

1:41h弘主
1
4
f
i
E
C
T
J
J
A
J

合
は
す
れ
ば
自
ら
明
瞭
に
班
一
解
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
「
一
疋
受
貨
幣
再
保
険
の
傾
向
」
、
そ
れ
も
結
局
に
於
て
諸
関
貨
幣
聞
の
勢
力
均
衡

こ
の
貨
幣
均
衡
が
破
れ
或
る
貨
併
が
他
の
貨
幣
群
よ
り
も
特
に
勢
力
を
占
め
る
こ
B

と
に
な
る

と
、
そ
こ
に
は
必
中
古
筒
形
態
へ
の
逆
勝
、
即
ち
、
「
異
る
貨
幣
に
よ
る
再
保
険
」
が
出
現
す
る
筈
で
あ
ふ
。
そ
れ
故
、
吾
々
が
と
h

で

元
受
貨
幣
再
保
険
に
興
へ
た
一
般
的
傾
向
と
い
ふ
言
葉
に
し
て
も
、
そ
れ
は
た
ピ
今
日
の
謂
は
ピ
暫
定
的
友
る
一
般
的
傾
向
と
い
ふ

の
一
一
不
桜
花
外
な
ら
友
い
。
従
っ
て
‘

意
味
を
も
つ
だ
け
に
過
ぎ
左
い
。

こ
れ
は
特
に
五
日
k

の
注
意
す
ぺ
き
重
要
思
で
あ
る
。

l
l』
昭
和
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日
ー
ー

図
際
的
再
保
険
と
鋳
替
相
場
の
費
動

第
四
十
四
巻

第
三
競
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